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１ はじめに 

 

福知山市教育委員会では、教育行政の充実を図るとともに市民への説明責任を

果たすことを目的として、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条

の規定に基づき、令和５年度の教育委員会の事務事業を「まちづくり構想 福知

山」に示す施策について、点検・評価を実施し、本報告書を作成しました。 

これは、これからの教育委員会のあり方を問われているものであり、市民の信

頼を高め、開かれた教育行政を推進していくことを強く求められているものです。 

この点検・評価結果を教育行政の効果的推進に向けて、教育行政全般において

各々の事業がもつ位置づけや目的、事業のあり方などを意識しながら、今後の教

育行政の推進に適切に反映させていきたいと考えております。 

 

 ○地方教育行政の組織及び運営に関する法律〔抜粋〕（平成２０年４月１日施行） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定によ

り教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第三項の規

定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の

状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを

議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うにあたっては、教育に関し学識経

験を有する者の知見の活用を図るものとする。 

 

 

令和５年度福知山市教育委員会委員 

  教育長  廣 田 康 男 

委 員  塩 見 佳扶子（教育長職務代理者）   

   委 員  和 田 大 顕 

   委 員  加 藤 由 美 

   委 員  織 田 信 夫 
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２ 教育委員会事務点検・評価委員の意見・助言 

 

・今後、事業を継続していく中で、人員の拡大や予算の拡充には困難が伴うことが

考えられる。すでに取り組まれていることもあるが、ＩＣＴ化の推進や外部リソー

スの積極的な活用により、教育に関わるすべての方々が疲弊しないような取組を全

市的に実施されることを期待する。 

 

・高齢であっても図書館へ行くことができるなど、誰でも多様な方法で生涯にわた

って学ぶということは重要であり、今後もさらに安心して学ぶことができる場づく

りの確保に向けて継続して取組んでいただきたい。 

 

・施設の老朽化が進行していく中、施設の維持改修は予算との関係において大きな

課題であるが、優先順位を付けて効率的・効果的な予算執行がなされている点は評

価できる。教育環境づくりに向けては、引き続き安心安全を第一としながら、省エ

ネ化・再エネ化による環境への配慮を行うなど、一層の予算確保に努めていただき

たい。 

 

・多様な学びの創出や図書館サービスによる利便性の向上、地域公民館の多機能型

住民センターとしての機能の充実等、市民生活と密接に関わっていることを実感で

きるように「見える化」した取組として成果を上げている。今後も様々な活動にお

いて、幅広く利活用できる環境づくりの一層の充実を期待する。 

 

・安心して出産・子育てができる環境の充実や障害のある幼児児童生徒の適切な就・

修学に対する支援、就学援助・奨励事業、いじめ防止対策、不登校への支援・対策

等、隙間のないセーフティーネットを構築し、誰一人取り残さない地域社会の実現

に向けて着実に成果をあげている。 

 

・複雑化、多様化、高度化、深刻化する課題に対して、連携チームのように関連す

る分野が連携協働して、解決や解消にあたることは、有効かつ効果的である。今後

も官民の連携も含めて、関係機関、学校、家庭、地域等の様々なリソースを結集し、

継続して取組を進められたい。 
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３ 市教育行政の全体像 

 

憲法と教育基本法の理念に基づき、多様性あふれる高次機能都市の実現に向け

て、社会変化に対応できる調和のとれた、心豊かな人づくりを目指しています。 

そのためには、未来を担う子どもたちが目標を持ち、自ら学び自ら考え、夢に

向かってたくましく生きていくためのよりよい環境を最優先に考えて整備し、確

かな学力、豊かな人間性、健康や体力の増進などの「生きる力」の育成と生涯学

習の積極的な推進を目標に、学校教育と社会教育が緊密な連携を進め、家庭・地

域社会・学校の実態に即して、中長期的な展望に立った特色ある教育活動により、

「教育のまち福知山」を創造していかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

福知山市教育の基本方針 

≪基本方針１≫ 

お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち 

≪基本方針２≫ 

いつからでも何歳でも、自分らしく学びを深められるまち 

≪基本方針３≫ 

その人なりの生きがいを持ち、健やかで活動的なまち 

 

福知山市の教育がめざす教育の方向 

福知山市の教育がめざす方向は、知性を磨き、徳性を高め、健全で自立した

人格をはぐくみ、併せて人々の幸福と社会の発展に寄与する行動力を兼ね備

えた、新しい時代を切り拓く人材の育成にあります。 

 

福知山市の教育目標 

自分のために 人のために 社会のために 共に幸せを生きる人材の育成 

（自己実現）  （他者貢献） （社会貢献） 

   

 

 

【福知山市の教育目標】 

この目標は、福知山市の「こだま教育運動」の精神や、「教育基本法第１条及び第

２条第３項」並びに、福知山市の「市民憲章」を受けて定めたものである。 

【教育のまち福知山】 

「教育のまち福知山」という言葉は、昭和 50 年代のはじめ、本市教育委員会が展開した「こ

だま教育運動」の中で生まれた。この運動は、家庭、地域社会がそれぞれの役割・責任を自

覚し、互いに高まり合おうとする心がこだまし合って教育を尊ぶ気風のあるまちの創出をめ

ざしたもので、「響育(共育)運動」といえるものであった。今もその精神は脈々と受け継が

れており、教育によって学んだことを、自分の幸せや夢の実現のため(自己実現)に生かすだ

けでなく、人のため(他者貢献)に、社会のため(社会貢献)に生かそうとする志をもった市民

が育つまち、そんな市民を育てようとする気風があるまちが「教育のまち福知山」である。 
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４ 令和５年度の取り組み状況 

    

○児童生徒の学力 

 令和５年の京都府学力診断テスト 

実施日  ：小学校  ５月２２日～５月２６日 

       ：中学校  ５月１５日～５月１９日 

  対象者  ：市内 14 小学校 ４年生６８２人 ５年生６２３人 ６年生６６４人 

       ：市内９中学校 １年生６１３人 ２年生６１１人 ３年生６００人 

  受検科目 ：小学校 国語・算数 

       ：中学校 国語・数学・英語 

  実施主体 ：京都府 

  実施目的 ：学習指導要領に示す目標や内容に照らした学習の実現状況及び児

童生徒の学習環境や家庭における生活状況等の特徴や課題など、

児童生徒の「認知能力の伸び」と「非認知能力の変容」を継続的

に把握する。その伸びや変容に影響を与える諸要因を客観的デー

タに基づき分析・考察し、個別最適な学びと協働的な学びを実現

する教員の指導力等についての有用な情報を得ることにより指導

上の課題を明らかにして、授業改善を推進し、確かな学力をはぐ

くむ。 

  実施方法 ：1 人 1 台端末で出題及び解答【CBT (Computer based Testing)】 

  結果概要 ：本調査は、１２ステップ３６段階の学力ステップで児童生徒の学

力を、児童生徒質問調査により非認知能力の傾向を知ることがで

き、児童生徒の学びの変容を把握するものである。そのため、問

題は非公開となっている。教科の結果を学力ステップでみると、

小学校国語については、４年生・５年生で府の学力ステップと同

程度、６年生では府より下回っている。算数については、５年生・

６年生で府の学力ステップと同程度、４年生では下回っている。 

中学校国語については、１年生では府のステップを上回っている 

が、２年生・３年生では下回っている。数学については、１年生・ 

３年生で府と同程度、２年生では下回っている。英語については、 

２年生・３年生ともに府の学力ステップを下回る結果となった。 

 令和５年度全国学力・学習状況調査(概要) 

  実施日 ：令和５年４月１８日（木） 

        中３英語・話すこと調査 令和５年４月２４日～５月１２日 

  対象者 ：市内１４小学校  ６年生６５５人 

      市内９中学校   ３年生６０２人 

  受検科目 ：小学校 国語・算数 

中学校 国語・数学・英語(話すこと調査) 
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  実施主体 ：文部科学省 

  実施目的 ：義務教育の機会均等とその水準維持向上の観点から全国的な児童 

生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検 

証し、その改善を図る。 

学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に 

役立てる。取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクル 

を確立する。 

結果概要 ：小学校では、国語・算数ともに全国平均正答率と同程度であった。 

      国語では、図表やグラフなどを用いて条件に当てはめて書くこと、 

      複数の資料を読んで理解したことを関連付けながら自分の考えを 

      まとめることに課題が見られた。算数では、正三角形の意味や性 

      質を理解して作図をしたり面積の大小を説明したりすること、割合 

      の意味を理解し、説明することに課題が見られた。 

中学校では、国語・数学は全国平均正答率を少し下回っている。英 

語については、全国平均正答率を大きく下回る結果となった。国語 

では、読み手の立場に立って、叙述の仕方などを確かめて文章を整 

えること、観点を明確にして文章を比較し、表現効果について考え 

ることに課題が見られた。数学では、自然数・累積度数・反比例の 

意味理解、問題解決の過程や結果を振り返り事柄について説明する 

こと、グラフから問題解決の方法を考え説明することに課題が見ら 

れた。 

英語では、日常的な話題について、自分の置かれた状況などから判 

断して必要な情報を聞きとったり読み取ったりすること、社会的な 

話題に関して読んだことについて、考えとその理由を書くことに課 

題が見られた。 

   以上が、令和５年度に、行われた京都府学力・学習状況調査、全国学力・学習

状況調査の概要である。調査から見える課題を整理し、学習指導要領の趣旨を生

かし、児童生徒の学びの連続性を重視するとともに個別最適な学びを進め、学力

向上の一層の充実を図っていくことが重要である。「福知山授業スタンダード」

を活用し、付けたい力を明確にした「めあて」から「振り返り・確かめる」まで

の小中一貫した学びのスタイルを共有して、主体的・対話的で深い学びを小学校

から積み上げていく必要がある。また、タブレット端末をはじめとする ICT 機器

活用の効果を検証し、今後も有効な活用を進めるとともに、従来からの繰り返し

読む・書くなどの学習とを効果的に組み合わせ、学力向上を図っていく。 

   福知山市では、教育委員会としても、学力の現状や現場のニーズを踏まえ、教

育施策や教育施設等の教育環境の改善・充実を図り、事業等の成果指標に基づい

た取組を進め、質の高い学力の充実・向上のために引き続き積極的な支援をして

きたい。 

 

5



 

○いじめの状況 

令和５年度中に市立小中学校で３回のいじめ調査（京都府２回、市独自１回）

を実施した。いじめの認知件数の合計は、小学校で１，６７６件（前年 －１９

件）、中学校で１１４件（前年 ―１８件）であった。重大事態【生命・心身又は

財産に重大な被害が生じた疑い、また相当の期間（年間３０日間を目安）学校の

欠席を余儀なくされている疑いがある事案】は発生していない。認知したいじめ

については、些細ないじめも重大ないじめに発展する可能性があるという認識の

もと、個々の事案への対応をていねいに行っている。また、認知したいじめの状

況について解消事案と未解消事案に区分し、未解消事案については「行為がやま

ず、嫌な思いをしている」「行為は止んでいるが、嫌な思いをしている」「『嫌な思

いはない』が、行為が止んでいる期間が３カ月間に達していない」に分けて把握

し対応している。 

不登校につながる重大事態はなかったが、人間関係のトラブル等に起因して登

校しにくい児童生徒は見受けられるので、欠席の裏に「いじめ」がないかについ

て常に注意し、学校と教育委員会が連携して指導、支援を行いながら不登校状態

の改善に導いていく。 

学校では、「未然防止、早期発見、迅速な対応、継続した見守り」をいじめ防止

の基本としながら、いじめ調査のみならず、定期的に実施する生活アンケートや

教職員による児童生徒の面談（教育相談週間の設定など）を実施するなど、日頃

から児童生徒や保護者の思いに寄り添いながら、継続的・日常的に把握に努めて

いる。 

いじめ、自殺、児童虐待等子どもに関する問題が深刻化しているので、本市で

は教育委員会とＰＴＡが共催でネットいじめ防止を目的とした「いじめ防止講演

会」や、親子で学ぶ「ネットトラブルストップ講座」を継続して実施するなど、家

庭や地域と連携したいじめ根絶の風土づくりに取り組んでいる。 

各校におけるいじめ防止にかかる取組を一層、充実させるとともに、学校だけ

の取組ではなく、地域や保護者と連携した取組を展開していく。 

 

○不登校の状況 

不登校の児童生徒数は、国や京都府の状況と同様に本市においても大きく増加

傾向が続いている。学校としては、年間３０日を越える長期欠席者（とりわけ不登

校）の未然防止（新たな不登校を生まない取組）や、個別指導の体制整備、また、

関係機関と連携して個々に応じた支援ができるように取り組んでいる。 

不登校総合対策事業である「心の居場所づくり推進事業」において、不登校の児

童生徒が通う「けやき広場」では、不登校児童生徒の個々に応じた自立支援（学校

復帰も含む）の取組を実施した。 
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令和４年度より福祉との連携、とりわけ家庭支援を含めた取組として「不登校支

援連携チーム」を設置し、不登校児童生徒への支援を広げ、一定の成果をあげた。 

教育相談では、福祉や医療分野と密接な連携を必要とする複雑・困難なケースが

増えているなか、教育相談員、臨床心理士を中心に適切な支援を行っている。 

不登校の未然防止・早期発見のため配置されている子どもよりそい支援員は、家

から出にくい児童宅を訪問したり、教育相談に応じたりして家庭生活の基盤づくり

への支援を行った。また、スクールカウンセラーや心の居場所サポーター等と連携

し、家庭と児童生徒、学校とをつなぎ、児童生徒の心の安定や自立のための支援に

寄与している。 

 

 

  本市の不登校児童生徒数・出現率の推移 

    小 学 校 中 学 校 

令和３年度 ５２人 

（出現率 １.２７％） 

１２２人 

（出現率 ６.２８％） 

令和４年度 ５３人 

（出現率 １.３１％） 

１３７人 

（出現率 ７.０１％） 

令和５年度 ８６人 

（出現率 ２.１３％） 

１６５人 

（出現率 ８.４２％） 

 【参考】 

不登校とは 

年度間に連続又は断続して３０日以上欠席した児童生徒数のうち、何らかの心理的、情

緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しない、またはしたく

ともできない状況にあること（ただし、病気や経済的理由によるものを除く）と文部科学

省は定義している。 

また、文部科学省の通知において、不登校児童生徒の支援に対する基本的な考え方とし

て「学校に登校するという結果のみを目標にするのではなく、社会的に自立することを目

指す必要がある」としている。 
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〇主な事業 

教育総務課 

 

１ 小学校水泳指導委託事業 

安心・安全で質の高い学びの場を児童に提供するため、専門指導員による水泳

授業の委託事業を小学校７校において実施した。昭和・大正・雀部・上川口・上豊

富・大江の６校は屋内温水プールを利用して専門指導員による水泳授業を行い、

三和では学校プールに専門指導員を派遣して水泳授業を実施した。 

天候に左右されない安心・安全な環境で児童の泳力や命を守る能力の向上を図

るとともに、教職員の水泳授業運営にかかる負担軽減に努めた。 

 

２ 小・中学校施設環境改善事業 

特別教室空調設備設置工事は、惇明、修斉、六人部の小学校３校のうち惇明は

年度内に完了した。修斉と六人部は、電気資材の調達が困難な状況により年度内

の完了が見込めなかったことから翌年度に繰り越し、令和６年５月に完了した。

また桃映、日新、六人部の中学校３校は５月に契約を締結し、年度内に完了した。 

特別教室空調設備設置工事に伴う設計業務は、昭和、大正、雀部、庵我の小学

校４校、成和、川口、大江の中学校３校について、それぞれ一括発注し、来年度工

事に向けて業務を実施した。 

便所改修工事は、小学校は雀部小学校の管理棟便所、中学校は成和中学校の特

別教室に付随する生徒用・教職員用の便所改修を行い、学校環境の改善を図った。 

 

３ 小・中学校施設長寿命化事業 

長寿命化事業における令和５年度工事発注分は２小学校と２中学校としており、

令和５年度から６年度での継続工事１件を除く工事を年度内に完了した。 

・惇明小学校南校舎高架水槽改修工事は、６月に契約を締結し、９月に完了し

た。 

・庵我小学校高架水槽改修工事は、６月に契約を締結し、９月に完了した。 

・桃映中学校管理棟ほか屋上防水改修工事は、７月に契約を締結し、１１月に 

完了した。 

・南陵中学校特別教室棟外壁ほか改修工事は、１２月議会において承認を受け

契約を締結し、令和７年２月完了を目途に、現在工事を進めている。 

 

学校教育課 

 

１ 市立学校アナザークラス（Ａ組）開設事業 

  令和５年度から福祉と教育が連携して進める「福知山市型多様な学びアクショ

ンプラン」に基づき、所属する学級等になじめず、別室や放課後に登校する児童

生徒を対象に、学校内の支援教室となるアナザークラス（Ａ組）を設置した。 

 

２ 「響」プラン・Ｆ 心の充実事業及びまなびの充実事業 

令和２年度策定の福知山市立学校教育内容充実推進プラン（「響」プラン・Ｆ）

に基づき、心の充実事業では、芸術や文化等の体験機会を充実させ豊かな人間性

を育み、まなびの充実事業では、すべての子どもの学力向上・充実をめざして、

基礎学力の定着や学力向上たくましく生きていく力を育むことを目的とした取

組を実施した。 
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３ 中学校部活動地域移行検討 

令和５年度においては、令和５年度から学校、スポーツ協会、文化協会、学識経験 

者による「部活動改革検討会議」を設置し、５回協議を行い、本市の生徒にとって望 

ましい部活動の在り方や地域移行等について検討を行った。 

また、地域移行に向けての令和５年度の実証事業としては、休日にホリデークラブ

として、サッカーとソフトボール女子の２種目を実施し、サッカーは１１回の実施で

延べ２８１名、ソフトボールは２２回の実施で延べ３１５名の参加があった。 

 

生涯学習課 

 

１ 地域で支える「地域未来塾」開講事業 

様々な理由により、家庭での学習が困難なことなどから、学習習慣が充分に

身についていない中学生への学習を支援し、元教員など地域住民の協力による

学習支援を実施した。 

市立中学校全９校で、地域支援コーディネーターを中心に、地域や学校等と連

携しながら「地域未来塾」を開講した。 
 

２ 放課後児童クラブ運営事業 

 保護者等が就労等により、昼間見守りができない小学生に対し、放課後や学校

休業日に安心して遊びや生活ができる場を提供することで健全育成を図り、保護

者の就労と子育ての両立を支援した。 

市内１５か所で実施し、全小学校の全学年を対象に児童を受け入れ、見守りを

実施した。長期休業期間利用を含めた登録児童数は、１,５９６人であった。 

 

学校給食センター 

 

１ 学校給食管理運営事業 

本市の学校給食は、各学校への副食の調理配送や施設の点検等を含めた業務を

民間業者に委託して運営し、市立小中学校２３校の児童生徒及び教職員約６，７

００人を対象に、安心安全な学校給食を年間約１９０回提供している。令和５年

度から、学校給食費を市の会計に組み入れ、予算に計上し学校給食費の徴収・管

理業務を行う公会計化に移行した。  

 

２ 学校給食センター設備改修事業 

 平成２５年度から稼働している学校給食センターは、附帯施設や設備等の老朽

化が進んでいるが、安定的に安心安全な学校給食を児童生徒に提供していくため

に、長期維持管理計画に基づき、施設・設備の修繕や工事、備品の購入等を行い、

蒸気配管、ガス吸収式冷温水機、給食配送用コンテナ、受水槽定水位弁取替、蒸

気ボイラーの給水ポンプ取替等の修繕を実施した。 

 

３ 学校給食センタージビエ活用事業 

 学校給食センターでは地産地消を推進し、児童生徒及び教職員に地場産物や多
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様な食文化への理解を深めてもらうことを目的とし、シカやイノシシなどのジビ

エを使用した献立を学校給食に提供している。食材はジビエの認証施設で処理加

工された安心安全な地場産を使用し、２回提供した。 

 

図書館 

 

１ 三和分館移転改修事業 

三和支所を地域の「教育と福祉の拠点」として機能充実を図るため、図書館三

和分館を三和会館から三和支所２階に移転配置することとし、内装改修及び、三

和支所全体の照明改修（ＬＥＤ化）、空調の改修工事を実施した。令和６年１月

１２日には、オープニングセレモニーを実施し、新たな地域の教育の拠点施設と

して図書館サービスの提供を開始している。 

 

２ 図書館電子書籍貸出サービス事業 

図書館サービスの更なる利便性向上と「with コロナ」の時代における新しい生

活様式に対応するため、令和４年１月に導入した電子書籍貸出サービスは、同じ

システムを導入している全国３５５図書館のなかで、人口千人あたりの貸出数と

閲覧数の両方で昨年度に引き続き続全国１位になるなど多くの市民に利用いただ

いている。 

 

中央公民館 

 

１ 桃映地域公民館等整備事業 

体育館内に設置している桃映地域公民館について、生涯学習、人権、福祉、 

住民自治等の機能を統合した新たな拠点施設として新築整備を行う。 

令和５年度は、桃映地域公民館の新築工事に着手した。 

 

２ 地域公民館等長寿命化（大規模改修）事業 

「福知山市公共施設マネジメント基本計画」に基づき、老朽化の進む地域公民

館を、バリアフリーかつ現代的な社会環境を備え、住民福祉、住民自治、避難所

等、多機能で複合的な機能を有した新たな地域の拠点施設として活用するため、

計画的に大規模改修し整備する。 

令和５年度は、日新地域公民館・体育館の大規模改修工事が完了し、六人部地

域公民館・体育館の大規模改修工事に着手した。また、川口地域公民館の大規模

改修設計を実施した。 

 

文化・スポーツ振興課 

 

１ 文化財保全事業 

貴重な文化財を後世に伝えるため１２件の文化財所有者と協議を重ね、必要な 

保全や修理を行うことができた。 
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２ 日本の鬼の交流博物館運営事業 

本市の地域資源である鬼をテーマにした資料を展示する鬼文化の拠点施設と

して管理運営を行った。企画展３回、シンポジウム１回を行い、年間 10,158 人の

来館があった。 

 

３ 川上南古墳群・笹尾矢見所城跡発掘調査事業 

民間開発により、同古墳群および同城跡が消滅するため発掘調査を実施。調

査の結果、調査対象古墳９基のうち２基が古墳であると判明し、新たに２基の

古墳を確認した。確認された計４基のうち、２基において埋葬施設と副葬品を

確認。副葬品より古墳時代後期（６世紀中ごろ）の古墳が築造されたと判明し

た。残念ながら笹尾矢見城跡の遺構は確認できなかった。 

 

子ども政策室 

 

１ 幼児教育・保育無償化事業 

  幼児教育にかかる保護者の負担軽減を図ることを目的として、国・府からの補

助を受け私立幼稚園への保育料補助及び認可外保育施設や預かり保育事業等利用

者に対する助成、公立幼稚園への給食費補助などを行った。 

 

２ 幼稚園一般管理事業 

  共働き家庭の増加等の保護者ニーズに対応すべく、令和２年度より夏季、令和

３年度からは冬季及び学年末休業の預かり保育を実施している。令和５年度から

昭和幼稚園の空き部屋を活用して、子育て世代の保育ニーズに対応するため２歳

児預かりを開始し、保育の充実につなげる取組みを行った。 
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５ 教育委員会議、協議会の開催状況 

 

教育委員会議については、原則として毎月１回「定例会」、必要に応じて「臨時会」

を開催、また事前協議等のための「協議会」も開催しています。 

 

（１）教育委員会定例会 ・・・・・・・ １２回 

 

（２）教育委員会臨時会 ・・・・・・   ６回 

 

（３）教育委員会協議会 ・・・・・・  １２回 

 

 

 

６ 教育委員会議での審議状況 

 

（１） 定例会・臨時会 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２１条に定める職務について、

同法第２５条及び「福知山市教育委員会基本規則」第７条に定める事務について、

令和５年度は合計４１件について審議しました。 

 

① 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること・・・ ７件 

 

② 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること・ ４件 

 

③ 教育予算、条例案、その他議会の議決を経るべき議案について・・・１８件 

 

④ 法令又は条例に定めのある附属機関の委員の委嘱・・・・・・・・・ ４件 

 

⑤ 委員会及び学校その他の教育機関の職員の人事に関すること・・・・ ６件 

 

⑥ 教育に係る表彰に関すること   ・・・・・・・・・・・・・・・ １件 

 

⑦ 教育委員会点検・評価に関すること・・・・・・・・・・・・・・・ １件 
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令和５年度　教育委員会議　議案等審議状況一覧表

件名

議 1 号 専決 1 号
福知山市立小学校及び中学校教員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規
則の制定について

議 2 号
福知山市立保育園・幼稚園・こども園及び福知山市立学校における医療的ケア児
の受け入れガイドラインの制定について

報 1 教育長決裁による後援承認事項について（№1～№3）

報 2
福知山市立小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程の一
部を改正する訓令について

議 3 号 専決 2 号 令和５年度一般会計教育費歳入歳出補正予算要求書の提出について

議 4 号 福知山市立図書館協議会委員の任命について

報 3 教育長決裁による後援承認事項について（№4～№14）

議 5 号 福知山市少年補導センター運営委員会委員の委嘱について

議 6 号 福知山市立公民館運営審議会委員の委嘱について

議 7 号 令和４年度一般会計教育費繰越調書の提出について

報 4 教育長決裁による後援承認事項について（№15～№20）

報 5
福知山市教育委員会事務局文書取扱規程の一部を改正する訓令について（教育長
訓令甲）

報 6 福知山市型多様な学びアクションプラン・部活動地域移行の状況について

議 8 号 福知山市文化財保護審議会委員の委嘱について

報 7 教育長決裁による後援承認事項について（№21～№28）

報 8 図書館三和分館移転に伴う休館について

報 9 図書館三和分館移転オープンについて

議 9 号 令和６年度以降使用小学校教科用図書の採択について

議 10 号 福知山市指定文化財の指定について

議 11 号 国指定に伴う福知山市指定文化財の指定解除について

議 12 号 令和５年度教育委員会表彰について

議 13 号 福知山市立公民館条例の一部を改正する条例の制定について

議 14 号 福知山市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について

議 15 号 福知山市三和会館条例の廃止について

議 16 号 工事請負契約の締結について（桃映）

議 17 号 工事請負契約の締結について（六人部）

報 10 教育長決裁による後援承認事項について（№29～№33）

議 18 号 福知山市就学援助に関する規則の一部を改正する規則の制定について

議 19 号 令和６年度福知山市立幼稚園・こども園の園児募集について

報 11 教育長決裁による後援承認事項について（№34）

報 12
就学援助（新入学児童生徒学用品費）入学前支給事務取扱要綱の一部改正につい
て

報 13 福知山市保育園・幼稚園等整備計画（案）ついて

報 14 いじめ調査の結果について

報 15 令和５年度 全国・京都府学力学習状況調査結果について

報 16 管理職候補者の受験面接について

6月27日 定例

開催日 種別

9月20日 定例

7月26日 定例

8月22日 定例

臨時8月4日

議案番号 専決番号

4月26日 定例

5月25日 定例
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令和５年度　教育委員会議　議案等審議状況一覧表

件名開催日 種別 議案番号 専決番号

報 17 教育長決裁による後援承認事項について（№35～№40）

報 18 杉本敬三シェフ考案学校給食メニューの実施について

議 20 号 令和６年度福知山市立学校職員人事異動方針の策定について

議 21 号 工事請負契約の締結について

議 22 号 令和５年度一般会計教育費補正予算要求書債務負担行為（追加）の提出について

議 23 号
福知山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例の制定について

議 24 号
福知山市放課後児童クラブの設置に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

報 19 教育長決裁による後援承認事項について（№41～№44）

報 20 令和５年度福知山市立図書館蔵書点検の実施について

議 25 号 福知山市立中学校教員の処分内申について

議 26 号 職員の異動発令について

報 21 教育長決裁による後援承認事項について（№45～№49)

報 22
災害時等における被災児童及び生徒に対する学用品等支給要領の一部改正につい
て

報 23 令和６年福知山市二十歳を祝う会について

報 24
令和６年度入園　福知山市立幼稚園・認定こども園（教育認定枠）の募集結果に
ついて

議 27 号 教育委員会事務点検評価について

報 25 教育長決裁による後援承認事項について（№50～№51)

報 26
福知山市立小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程の一
部を改正する訓令について

議 28 号 令和６年度学校教育の重点について

議 29 号 令和６年度社会教育の重点について

議 30 号 はばたけ世界へ中学生短期留学援助費支給要綱の制定について

議 31 号
福知山市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定に
ついて

議 32 号 令和５年度一般会計教育費歳入歳出補正予算要求書及び繰越調書の提出について

議 33 号 工事請負契約の変更について

議 34 号 物品の取得について

議 35 号 財産の無償貸付について

議 36 号 専決 3 号 損害賠償の額について

議 37 号 福知山市教育集会所条例の一部を改正する条例の制定について

議 38 号 令和６年度予算事業概要について

報 27 教育長決裁による後援承認事項について（№52～№57)

報 28 福知山市立小中学校共同学校事務室設置要綱の一部改正について

報 29 福知山市人権保育基本方針の策定について

報 30 外部団体との連携協定について

議 39 号 教職員人事異動内申について2月22日 臨時

1月24日 定例

2月20日 定例

12月27日 定例

12月15日 臨時

11月17日 臨時

11月21日 定例

10月24日 定例
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令和５年度　教育委員会議　議案等審議状況一覧表

件名開催日 種別 議案番号 専決番号

議 40 号 教職員人事異動内申について

議 41 号 教育委員会事務局及びその他の教育機関の職員の異動発令について

報 31 教育長決裁による後援承認事項について（№58～№62)

報 32 福知山市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令について

報 33 福知山市通級指導実施要綱の一部改正について

報 34 令和６・７年度福知山市教育委員会研究開発指定校実施要領の策定について

報 35 令和５年度　福知山市立図書館蔵書点検結果報告について

3月21日 定例

3月4日 臨時

3月14日 臨時
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（２）教育委員会協議会

　「福知山市教育委員会基本規則」第４条により開催した協議会において、

案件一覧表のとおり令和５年度は合計２５件について協議しました。

令和５年度　教育委員会協議会　案件一覧表

開催日 番 号 件名

4月26日 1 教育長報告事項について

5月25日 2 教育長報告事項について

3 教育長報告事項について

4 令和５年度福知山市総合教育会議の議題について

5 令和５年度学力調査の実施について

7月26日 6 教育長報告事項について

7 教育長報告事項について

8 ラーニングイノベーション・プロジェクトについて

9 「人と環境に優しい　環境配慮型学校給食食器」導入記念セレモニーについて

9月20日 10 教育長報告事項について

11 教育長報告事項について

12 総合教育会議について

13 教育長報告事項について

14 令和６年度学校教育の重点（案）について

15 令和６年度社会教育の重点（案）について

16 教育長報告事項について

17 令和６年度けやき賞について

18 令和６年度社会教育の重点（案）について

19 教育長報告事項について

20 令和６年度学校教育の重点（案）について

21 令和６年度社会教育の重点（案）について

22 令和６年度小中学校入学予定者数について

23 福知山市スポーツ推進計画の中間評価・見直しについて

2月20日 24 教育長報告事項について

3月21日 25 教育長報告事項について

6月27日

12月27日

1月24日

11月21日

10月24日

8月23日
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７　教育委員会会議以外の活動（教育委員が出席した活動等）

福知山市関係 国・府関係

新任校長就任式

第１回福知山市立幼稚園、こども園、小・中学校校（園）長会議

中丹地方教育委員会連絡協議会教育委員総会・研修会

第１回中丹地区教科用図書採択協議会

京都府市町村教育委員会連合会定期総会・研修会

６月 指導主事学校園訪問参加

指導主事学校園訪問参加 中丹地方教職員研修大会

青少年健全育成大会 第２・３回中丹地区教科用図書採択協議会

第２回福知山市立幼稚園、こども園、小・中学校校（園）長会議 市町村教育長・教育委員研究協議会

学校教育振興会研修会

はばたけ世界へ中学生短期留学報告会

指導主事学校園訪問参加

環境配慮型学校給食食器導入記念セレモニー

指導主事学校園訪問参加

福知山市学校保健研究大会

日新地域公民館リニューアルオープン記念式典

指導主事学校園訪問参加 近畿市町村教育委員会研修大会

福知山市立小学校音楽祭 京都府内市町（組合）教育委員会研修会

総合教育会議

教育委員会表彰式

指導主事学校園訪問参加 中丹地方教育委員会連絡協議会教育研究視察

第３回福知山市立幼稚園、こども園、小・中学校校（園）長会議

令和６年福知山市二十歳を祝う会

図書館三和分館移転オープニングセレモニー

２月 第４回福知山市立幼稚園、こども園、小・中学校校（園）長会議

３月 市立小・中学校卒業式

１月

各種行事・大会等

４月

月

５月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月
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８ 教育委員会議の評価 (成果と課題) 

  

 【成 果】 

  １ 事務局から事前に資料提供を受け、各教育委員は十分に内容把握の上、会議

に出席し検討を行った。また、会議では、活発な意見交換を行い、議案等の審

議においても事務局からの説明に対して必要な指摘や質問を行った。 

 

２ 緊急な案件について、適宜適切に報告をうけ、教育委員会と事務局との一層

の連携を図った。特に重要な事案については迅速に臨時の教育委員会を招集し

対応した。 

 

３ 教育委員会のホームページに教育委員会議の会議録を掲載することにより、

情報発信ができた。会議の討論内容を公開することで、市民に広く周知する機

会をつくることができた。 

 

４ これからの福知山市の教育について、総合教育会議で市長と協議・調整する

ことで連携することができた。 

 

 ５ 指導主事の学校訪問に教育委員も積極的に参加し、学校経営の様子や児童生

徒の様子を確認することができた。 

 

 

 【課 題】 

 １ 市民に開かれた教育委員会議となるように、教育委員会の取組を迅速に広報

することにより、さらに市民の関心や理解を深める。 

 

 ２ 研究大会や研修会に参加した成果を相互に情報共有し、共通理解をし、さら

なる充実した会議につなげる。 

 

 ３ 総合教育会議等を通じ、市長部局との連携を深め、教育施策の方向性を共有

する。 

 

４ 「自分のために、人のために、社会のために、共に幸せを生きる人材の育成」

を目標とし、「教育のまち福知山」のさらなる充実を図る。  
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９ 施策の取組状況評価 

（１）点検・評価の対象 

教育委員会が行った全事業（補助執行事業を含む） 

 

（２）点検・評価の自己（教育委員会）評価方法 

事務事業評価シートの「施策・施策成果指標に対する貢献度」は、当該事業の 

上位施策や施策成果指標に対する貢献度を４段階（高い・やや高い・やや低い・ 

低い）で自己評価しています。 

教育委員会の点検・評価については、事務事業評価シートの業績指標の「成果 

実績（実績／目標）」に重点を置き点数化しました。 

また、「成果実績（実績／目標）」のほかに「定性的な面も含めた自己評価及び 

現状の課題」も含めて、事業単独での成果を達成度により評価し、４段階（高 

い５点・やや高い４点・やや低い２点・低い１点）で点数化しています。 

教育委員会としては、「まちづくり構想 福知山」の施策毎に評価点の平均値を 

算出し、下記の「施策の評価基準」に基づき、４段階（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）での評 

価としました。 

 

〇施策の評価基準 

評価 基準 施策毎の平均値 施策毎の目標達成度 

Ａ 目標に対し達成度が高い ５．０ １００％ 

Ｂ 目標に対し概ね達成できている ４．０～５．０未満 ７５％～１００％未満 

Ｃ 目標に対し達成度がやや低い ３．０～４．０未満 ５０％～７５％未満 

Ｄ 目標に対し達成度が低い ３．０未満 ５０％未満 

 

（３）評価委員による評価 

 評価に関しては、教育に関し学識経験を有する方の御協力を得て、教育委員会

から主な事業の説明を行い、自己評価を基に評価委員から客観的にＡ・Ｂ・Ｃ・

Ｄ「＋、－」で評価をしていただきました。 

 

教育委員会事務 点検評価委員（敬称略） 

氏  名 所 属 等 

井 上 雅 道 元小学校長 

佐々木 康 子 主任児童委員 

大 谷   杏 福知山公立大学准教授 

点検・評価会議開催期日  

令和６年１０月２４日、１０月３１日、１１月１４日 
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平均値 評価

1
1.協働・共創のま
ちづくり基盤の整
備

①地域組織や地域活
動の活性化

4.0 B

・一部休止中の公民館はあるものの、住民活動に根差した公民館活動が全
市規模で地域の実態に即して継続実施できていることについて評価できる。
・地域人材の育成や組織体制の確立等の課題を踏まえて、各公民館の実情
や地域性などに応じて、地域に根付いた活動として持続できるような施策を
展開されることを望む。
・人材不足が課題であることから、なるべく様々な世代の人に入ってもらえる
よう負担の少ない運営方法を模索していく必要があるのではないか。

B＋

2
1.防災・減災、災
害対策の強化

①地域防災力の強化と
減災対策の推進

5.0 A

・災害が多い中で地震以外の災害への教育も必要となる。
・現場も満足のいく形で実施出来ているが、ヘルメットや防災頭巾の配備状況
など学校によって異なる部分もある。児童生徒の安心安全を考えると、全市
的に統一されることを望む。
・発達段階に即して計画的・系統的でしかも全市統一したカリキュラムにより、
正しい知識と実践的な態度の育成を図る取組について評価できる。
・自然災害が頻発している中にあって、尊い命が失われることがないように、
一層の指導の工夫と改善を図り、実践的態度の育成と日頃の防災・減災へ
の意識の醸成に努力されることを期待したい。

A

1.互いに自分らし
さを尊重した人権
文化の創造

③多文化共生とユニ
バーサル社会の推進

4.0 B

・中丹支援学校に呼びかけするなど、関係各所から参加者を集める工夫をし
て実施できている。予算規模の拡大が難しいという課題があるが、障がいの
有無に関わらず交流できる機会など違った要素も含めて、継続していくことを
望む。
・今後とも、会員以外の参加も含め社会参加の場や参加者の拡大及び関係
機関や団体・組織とも連携を深め、活動の一層の充実と市民への啓発が進
展するように努めていただきたい。
・様々な障害がある中で、それぞれの障害に応じた専門機関との連携が求め
られる。

B

①課題を抱える子ども
の支援の充実

5.0 A

・児童生徒の修・就学に向けた様々な制度の構築や支援体制の充実等、保
護者負担の軽減や児童生徒の学びの確保に努めたことは評価できる。
・様々な社会状況の変化の影響を受けやすい家庭の状況を把握することに
努め、丁寧な制度の説明や他機関との連携等きめ細かな支援に向けて、児
童生徒の修・就学に支障をきたすことがないように努力願いたい。
・人材不足の解消が今後課題になってくることから、代替手段を検討する必要
がある。特別支援教育などですでに行われているが、ソフトウェアなど外部リ
ソースの積極的な活用が望まれる。

A

②地域全体で子育てを
支える機運の醸成

4.8 B

・共働き世帯の利用者が増えていく中で、人材不足が課題である。地域の
方々に周知をして、どのクラブでも均一に人材を確保できるよう取り組んでい
ただきたい。
・保護者ニーズにも応えるとともに、地域ぐるみで子育てできる環境づくりに一
層の努力を求める。
・放課後児童クラブを利用する児童が増えている中で、一人ひとりが安心して
過ごせる環境の確保を求めたい。
・保護者が安心して就労できる環境の整備や子どもが大切にされる環境づく
り、地域づくりに努め、利用者の利便性を高める実効性のある取組ができて
いる。

B＋

3.安心して出産、
子育てできる環境
の充実

②就学前の保育・教育
の推進

4.3 B

・幼児教育・保育無償化事業で、忙しい共働き世帯の増加により、全員が手
続きできていないという現状があり、今までの方法では通用しない部分がある
と考えられる。すべての子育て世帯が利用できるよう手続きなど新たな方法
を模索する必要がある。
・幼稚園の施設改修について、遊具の経年劣化が進んでいるとのことなの
で、安全性を第一に進めていただきたい。
・今後も社会や経済状況の変化や保育ニーズなどを的確に把握し、市民の目
線に立ち、安心して子育てのできる環境づくりに向けて、社会の状況の変化
や将来的な見通しの中で、施設のあり方も含め様々な側面から総合的に検
討していく必要がある。

B

①地域総ぐるみの教育
の場づくりの推進

4.7 B

・地域人材を活用した活動は、豊かな心を育み人間関係を築く機会や居場所
づくりなど、自尊感情や社会性を育む上でも貴重な活動であり、全中学校区
において継続して実施されていることについて評価できる。
・社会人コーチなど、専門機関の人材を活用されることで教員の負担軽減に
なることから、継続実施していただきたい。
・市民総ぐるみで子育てをする環境づくりを段階に応じてできている。二十歳
を祝う会についてもPRに工夫をしているように、様々な段階で社会参加できる
取組を継続していただきたい。
・人材確保の面でボランティアの方に負担がかかりすぎていないか注意する
必要がある。

B

②子どもの学びと成長
の土台づくり

4.5 B

・多様な学ぶ機会を確保するためにもＩＣＴ環境などのインフラ整備を今後も継
続していただきたい。
・小学校の水泳指導事業は、以前にも増して軌道に乗っている一方で、アナ
ザークラスなど新たな事業も模索している。多くの人材を確保できる状況では
なく、特定の教職員に負担が偏りすぎないように継続実施できる仕組みづくり
を期待する。
・ICT機器の活用により個別最適な学びを推進する等、実効性のある学びの
環境づくりに努め、福知山ならではの教育の創出に向けて推進されているこ
とについて大いに評価できる。

Ｂ＋

3
2.すべての子ども
が大切にされる地
域づくり

4
1.子どもたちの成
長を育む多様な
学びの場の充実

（４）評価総括表（委員の主な意見）
政策 施策目標 施策

教育委員会
委員の主な意見 最終評価
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平均値 評価

（４）評価総括表（委員の主な意見）
政策 施策目標 施策

教育委員会
委員の主な意見 最終評価

1.子どもたちの成
長を育む多様な
学びの場の充実

③豊かな人間性を育む
教育の実践

4.2 B

・心の教育という面では子どもたちが感動できるような取組を継続できている
一方、地域の郷土学習という面では、市外の人にも福知山のことを説明でき
るような、福知山独自の体験ができる機会が必要である。
・社会全体でいじめ根絶に向けた活動などいじめ防止への継続した取組を実
施していることについて評価できる。
・今後とも心豊かに安心して生活や学習できる環境づくりや多様な体験的な
学びなど、いじめ根絶に向けて効果性や継続性のある取組に発展するよう期
待する。

Ｂ

①生涯にわたり学び続
けられる機会の充実

4.5 B

・今後は、提言等を踏まえ関連する施策や事業を再構成するなど、共に幸せ
を生きる地域社会の実現に向けて効果性と実効性・有効性のある社会教育
活動に事業展開されることを期待する。
・提言に向けての発信をするだけでなく、誰もが社会教育や生涯学習につい
てわかるよう発信されていることを評価する。
・民間の参入が少ない地域の社会教育に関しては、公的な部門の役割が大
きいが、本市は様々な取組をされているため、今後も継続されたい。

Ｂ＋

②公民館や図書館を生
かした学びの場づくり

4.2 B

・地域によって特色を出しながら事業を進められている。
・目標値に届いていない事業があり、目標値の見直しが必要な部分もある。
市の中心部と周辺部では、事情も異なることから、そういった事業では地域の
実情に即した事業展開が求められる。
・市民交流プラザでは、図書館利用が多い一方で、実績の面において公民館
利用はやや少ない。今後は相互に連携した取組ができればよいのではない
か。
・多機能型の公民館として新たに地域住民センターとしての機能の充実や広
域避難所として充実した設備等、必要性や利便性の高い公共施設に生まれ
変わりつつあることについても大いに評価できる。

Ｂ

③高校生など若者の学
びへの支援

4.0 B

・経済的に困難な環境にある生徒の支えとなっている一方で、所得基準を満
たしていない人が申請に来られるなど、現場に混乱もあることから、必要な方
へ適切な情報が届くよう事業の進め方に工夫が必要ではないか。
・社会情勢や雇用の状況、家庭状況等、刻々と変化していく中にあって、引き
続き事業の周知を図り、誰一人取り残さないためにもきめ細かな支援に努め
ていただくことを期待したい。

Ｂ

3.学びを深められ
る地域資源の継
承・発展

①文化財の保護・活用
と地域文化の継承

5.0 A

・文化財の保護は、郷土の歴史や文化を理解するうえで重要であり郷土愛や
今日特に地域づくりにとって大きな役割を果たすものであり、次世代に継承す
るための地道な事業として計画的に事業を展開されていることについて評価
できる。
・環境整備ができていない施設があるなど、文化財の保護には様々な困難が
ある中で、目標値を上回っている事業もあり評価できる。
・今後は文化財を観光や郷土学習に活用するなど新たな展開に力を入れて
ほしい。

Ａ－

5
1.アクティブに人
生を歩める生きが
いづくり

③アクティブなまちの基
盤となる地域の安心・
安全

4.0 B

・地域で子どもを見守るという意識を醸成し、児童生徒の命を守ることを最優
先課題として多面的に活動されていることを評価する。
・学校安全の意識を高め、校内外での活動を展開し、子どもの安全確保に努
めていることは評価できる。今後は、危機に対する意識や情報の共有化、市
民への周知等の安全管理と、あらゆる事態に備える危機管理に一層努める
ことを望む。

Ｂ＋

7
2.仕事と調和の取
れたライフスタイ
ルの確立

①男女共同参画の推
進

4.0 B

・成果実績が目標を大きく上回っている点は大いに評価できる。女性を対象
にした取組として、時代も変わっていく中でどのような形をとるかという課題も
あるだろうが、今後も継続していただきたい。
・男女共同参画社会の実現に向け、女性の立場から意思決定ができる環境
づくりに努められていることを評価したい。
・今後は、諸課題の解決を図るため、様々な諸団体等との連携や協働をさら
に推進し、女性活動の輪が広がることを期待したい。

Ｂ＋

9
1.公共施設の最
適化

①持続可能なまちづく
りに向けた公共施設の
再配置

4.9 B

・施設の維持・改修は、予算との関係において課題となっているが、その予算
執行に当たっては、総合的・計画的に精査を図り、住民や児童生徒の安心と
安全の確保に努めていることも評価できるが、予算の確保には一層努めてい
ただくことを期待したい。
・予算が限られている中で、優先順位を付けて取り組んでいる点は評価でき
るが、細かな部分の対応ができていない面も見られることから、今後も安心安
全を第一に実施されたい。

Ｂ

4

2.それぞれの人に
適した、生涯を通
じた学びの場づく
り
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高
学
力
層
の
増

％
+5
.3
/-
0.
9

-7
.2
/+
0.
9

2

4
1

学
校
教
育
課

Ａ
Ｅ
Ｔ
配
置
活
用
事
業

A
E
T
の
話
す
英
語
が
分
か
る
よ
う

に
な
っ
た
割
合
（
中
学
生
）
・

A
E
T
を
通
し
て
外
国
の
文
化
に
興

味
を
抱
い
た
割
合
（
中
学
生
）

％
7
3
.7
/
1
0
0

6
0
.6
/
1
0
0

4

4
2

学
校
教
育
課

学
校
図
書
館
機
能
充
実
事
業

開
館
日
数
（
授
業
日
の

う
ち
）

％
9
5
/
1
0
0

5

4
1
.子
ど
も
た
ち
の
成
長
を

育
む
多
様
な
学
び
の
場

の
充
実

2
.子
ど
も
の
学
び
と
成
長
の
土

台
づ
く
り

(4
.5
)

(B
)

(B
+
)
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平
均
値

評
価

事
業
別
評
価
表

番
号

課
名

基
本

政
策

政
策
目
標

施
策

名
　
　
称

成
果
実
績
（指
標
）

・
定
性
的
評
価
（-
）

成
果
実
績

（単
位
）

成
果
実
績

（実
績
/目
標
）

成
果
実
績

（
点
数
）

・
定
性
的
評
価

（
点
数
）

重
点
項
目
総
合

最
終

評
価

4
3

学
校
教
育
課

指
定
校
研
究
事
業

-
-

-
4

4
4

学
校
教
育
課

体
育
・
文
化
振
興
事
業

大
会
回
数
・

近
畿
大
会
出
場
人
数

回
・
人

5
/
5

3
3
/
5

5

4
5

学
校
教
育
課

健
康
管
理
・
学
校
保
健
事
業

B
型
肝
炎
免
疫
率
（
養
護
教
諭
）
・

就
学
時
健
康
診
断
受
診
率

％
9
1
/
1
0
0

1
0
0
/
1
0
0

5

4
6

学
校
教
育
課

労
働
安
全
衛
生
管
理
体
制
整
備

事
業

月
80
時
間
以
上
時
間
外
勤
務
者
の
全
体

に
占
め
る
割
合
（
小
学
校
・
年
間
）
・

月
80
時
間
以
上
時
間
外
勤
務
の
全
体
に

占
め
る
割
合
（
中
学
校
・
年
間
）

％
1
.4
/
5

6
.9
/
8

4

4
7

学
校
教
育
課

心
の
居
場
所
づ
く
り
推
進
事
業

不
登
校
児
童
生
徒
数
（
小
中

計
）
・

不
登
校
に
対
す
る
入
級
率
（
小
中

計
）

人
・
％

2
5
1
/
1
2
0

2
4
.2
/
2
5

5

4
8

学
校
教
育
課

小
学
校
児
童
教
職
員
健
康
安
全

管
理
事
業

教
職
員
定
期
健
康
診
断
受
診

率
・

児
童
学
校
健
診
（
内
科
結
核
等
）

受
診
率

％
8
8
.4
/
1
0
0

1
0
0
/
1
0
0

4

4
9

学
校
教
育
課

中
学
校
生
徒
教
職
員
健
康
安
全

管
理
事
業

教
職
員
定
期
健
康
診
断
受
診

率
・

学
校
健
診
（
内
科
結
核
等
）
受
診

率

％
7
9
.2
/
1
0
0

1
0
0
/
1
0
0

4

5
0

学
校
教
育
課

中
学
校
自
転
車
通
学
安
全
対
策

事
業

ヘ
ル
メ
ッ
ト
助
成
該
当

校
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
率

％
1
0
0
/
1
0
0

5

5
1

学
校
給
食
セ
ン

タ
ー

学
校
給
食
管
理
運
営
事
業

給
食
実
施
数
/
給
食
実

施
予
定
数

回
1
8
9
/
1
9
0

5

5
2

学
校
教
育
課

学
校
芸
術
祭
事
業

音
楽
祭
参
加
者
数
・

下
村
脩
グ
ラ
ン
プ
リ
応

募
作
品
数

人
・
点

1
2
0
0
/
8
0
0

1
7
1
8
/
2
5
0
0

4

5
3

学
校
教
育
課

教
職
員
資
質
向
上
事
業

け
や
き
賞
応
募

人
-
/
6

2

5
4

学
校
教
育
課

学
校
運
営
事
業

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
植
物

園
見
学
実
施
率

％
1
0
0
/
1
0
0

5

5
5

学
校
教
育
課

教
育
研
究
事
業

-
-

-
4

5
6

学
校
教
育
課

響
プ
ラ
ン
Ｆ
心
の
充
実
事
業

小
6全
国
学
力
状
況
調
査
回
答
率
（
自
分

の
よ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
）
・

中
3全
国
学
力
状
況
調
査
回
答
率
（
将
来

の
夢
や
目
標
を
持
っ
て
い
る
）

％
8
6
.7
/
1
0
0

6
1
.5
/
1
0
0

5

(B
+
)

3
.豊
か
な
人
間
性
を
育
む
教
育

の
実
践

4
.2

B
B

4
1
.子
ど
も
た
ち
の
成
長
を

育
む
多
様
な
学
び
の
場

の
充
実

2
.子
ど
も
の
学
び
と
成
長
の
土

台
づ
く
り

(4
.5
)

(B
)
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平
均
値

評
価

事
業
別
評
価
表

番
号

課
名

基
本

政
策

政
策
目
標

施
策

名
　
　
称

成
果
実
績
（指
標
）

・
定
性
的
評
価
（-
）

成
果
実
績

（単
位
）

成
果
実
績

（実
績
/目
標
）

成
果
実
績

（
点
数
）

・
定
性
的
評
価

（
点
数
）

重
点
項
目
総
合

最
終

評
価

5
7

学
校
教
育
課

い
じ
め
根
絶
対
策
事
業

い
じ
め
認
知
件
数
（
小

中
計
）

件
1
6
1
0
/
2
0
0
0

4

5
8

学
校
給
食
セ
ン

タ
ー

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
ジ
ビ
エ
活
用

事
業

提
供
回
数

回
2
/
2

5

5
9

学
校
給
食
セ
ン

タ
ー

「
人
と
環
境
に
優
し
い
」
植
物
繊
維

素
材
給
食
食
器
導
入
事
業

導
入
数
・

導
入
校

回
8
0
0
0
/
8
0
0
0

2
3
/
2
3

5

6
0

生
涯
学
習
課

少
年
補
導
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業

注
意
助
言
件
数
（
少
年

補
導
委
員
）

人
1
4
/
0

4

6
1

生
涯
学
習
課

青
少
年
健
全
育
成
事
業

健
全
育
成
大
会
参
加

者
数

人
1
1
3
/
1
5
0

4

6
2

生
涯
学
習
課

社
会
教
育
委
員
会
議
運
営
事
業

提
言
実
施
数

回
1
/
1

隔
年
実
施

5

6
3

生
涯
学
習
課

生
涯
学
習
一
般
管
理
事
業

ま
ち
づ
く
り
出
前
講
座

実
施
回
数

回
1
1
/
1
2

4

6
4

生
涯
学
習
課

夜
久
野
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
事

業
利
用
者
数

人
14
24
1/
16
00
0

4

6
5

中
央
公
民
館

中
央
公
民
館
一
般
管
理
事
業

公
民
館
利
用
人
数
・

公
民
館
利
用
件
数

人
・
件

3
4
7
2
3
/
4
4
0
0
0

2
4
3
2
/
2
5
0
0

4

6
6

中
央
公
民
館

川
口
地
域
公
民
館
一
般
管
理
事

業
公
民
館
利
用
人
数
・

公
民
館
利
用
件
数

人
・
件

4
9
5
3
/
6
4
0
0

4
2
2
/
6
0
0

4

6
7

中
央
公
民
館

日
新
地
域
公
民
館
一
般
管
理
事

業
公
民
館
利
用
人
数
・

公
民
館
利
用
件
数

人
・
件

68
01
/2
10
00

54
9/
15
00

4

6
8

中
央
公
民
館

北
陵
地
域
公
民
館
一
般
管
理
事

業
公
民
館
利
用
人
数
・

公
民
館
利
用
件
数

人
・
件

3
7
6
5
/
4
0
0
0

1
9
5
/
2
0
0

4

6
9

中
央
公
民
館

六
人
部
地
域
公
民
館
一
般
管
理

事
業

公
民
館
利
用
人
数
・

公
民
館
利
用
件
数

人
・
件

7
2
8
8
/
2
2
5
0
0

7
1
7
/
3
2
0
0

4

7
0

中
央
公
民
館

成
和
地
域
公
民
館
一
般
管
理
事

業
公
民
館
利
用
人
数
・

公
民
館
利
用
件
数

人
・
件

2
4
6
3
1
/
2
8
0
0
0

1
6
8
7
/
1
5
0
0

4

(B
)

2
.そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
適

し
た
、
生
涯
を
通
じ
た
学

び
の
場
づ
く
り

1
.生
涯
に
わ
た
り
学
び
続
け
ら

れ
る
機
会
の
充
実

4
.5

B

4

1
.子
ど
も
た
ち
の
成
長
を

育
む
多
様
な
学
び
の
場

の
充
実

3
.豊
か
な
人
間
性
を
育
む
教
育

の
実
践

(4
.2
)

B

B
+

2
.公
民
館
や
図
書
館
を
生
か
し

た
学
び
の
場
づ
く
り

4
.2

B
B

26



平
均
値

評
価

事
業
別
評
価
表

番
号

課
名

基
本

政
策

政
策
目
標

施
策

名
　
　
称

成
果
実
績
（指
標
）

・
定
性
的
評
価
（-
）

成
果
実
績

（単
位
）

成
果
実
績

（実
績
/目
標
）

成
果
実
績

（
点
数
）

・
定
性
的
評
価

（
点
数
）

重
点
項
目
総
合

最
終

評
価

7
1

中
央
公
民
館

桃
映
地
域
公
民
館
一
般
管
理
事

業
公
民
館
利
用
人
数
・

公
民
館
利
用
件
数

人
・
件

13
25
9/
12
50
00

12
67
/1
40
0

4

7
2

中
央
公
民
館

三
和
地
域
公
民
館
一
般
管
理
事

業
公
民
館
利
用
人
数
・

公
民
館
利
用
件
数

人
・
件

6
8
2
4
/
8
2
0
0

6
7
5
/
7
0
0

4

7
3

中
央
公
民
館

夜
久
野
地
域
公
民
館
一
般
管
理

事
業

夜
久
野
町
旧
小
学
校
体
育
施
設

利
用
者
・

夜
久
野
町
旧
小
学
校
体
育
施
設

利
用
件
数

人
・
件

1
3
8
2
/
1
5
0
0

1
5
3
/
2
0
0

4

7
4

中
央
公
民
館

大
江
町
総
合
会
館
運
営
事
業

総
合
会
館
利
用
人
数
・

総
合
会
館
利
用
件
数

人
・
件

1
6
4
6
8
/
2
5
0
0
0

5
4
8
/
7
0
0

4

7
5

中
央
公
民
館

地
域
公
民
館
等
施
設
改
修
事
業

地
域
公
民
館
等
施
設

利
用
者
数

人
1
2
4
4
7
9
/
1
2
8
0
0
0

5

7
6

中
央
公
民
館

ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
ふ
く
ち
や
ま
生
涯

学
習
市
民
講
座
実
施
事
業

概
ね
満
足
さ
れ
た
人
の

割
合

％
9
0
/
1
0
0

5

7
7

中
央
公
民
館

大
江
地
域
公
民
館
一
般
管
理
事

業
公
民
館
利
用
人
数
・

公
民
館
利
用
件
数

人
・
件

4
3
6
4
/
6
0
0
0

5
9
6
/
5
0
0

4

7
8

中
央
公
民
館

市
民
交
流
プ
ラ
ザ
ふ
く
ち
や
ま
管

理
運
営
事
業

市
民
交
流
プ
ラ
ザ
ふ
く
ち
や
ま
利

用
者
数
・

市
民
交
流
プ
ラ
ザ
ふ
く
ち
や
ま
利

用
件
数

人
・
件

3
4
4
9
0
3
/
4
2
3
0
0
0

3
9
7
0
/
6
4
0
0

4

7
9

中
央
公
民
館

中
央
公
民
館
及
び
地
域
公
民
館
事

業
一
般
講
座
参
加
者
数
・

講
座
参
加
者
満
足
度

人
・
点

5
7
5
3
/
8
0
0
0

4
.4
5
/
5

4

8
0

図
書
館

資
料
収
集
整
理
事
業

年
間
来
館
者
数
（
全
館
）
・

実
利
用
人
数
（
貸
出
人
数
）

人
2
5
7
8
8
4
/
2
2
0
0
0
0

9
9
6
6
/
1
2
2
0
0

4

8
1

図
書
館

中
央
館
運
営
事
業

年
間
来
館
者
数
・

実
利
用
人
数
（
貸
出
人
数
）

人
2
3
7
7
1
0
/
1
9
6
0
0
0

9
8
6
6
/
1
2
2
0
0

4

8
2

図
書
館

三
和
分
館
運
営
事
業

年
間
来
館
者
数

人
5
7
3
2
/
7
0
0
0

4

8
3

図
書
館

夜
久
野
分
館
運
営
事
業

年
間
来
館
者
数

人
9
0
4
2
/
1
1
0
0
0

4

8
4

図
書
館

大
江
分
館
運
営
事
業

年
間
来
館
者
数

人
5
4
0
0
/
6
0
0
0

4

(B
)

4
2
.そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
適

し
た
、
生
涯
を
通
じ
た
学

び
の
場
づ
く
り

2
.公
民
館
や
図
書
館
を
生
か
し

た
学
び
の
場
づ
く
り

(4
.2
)

(B
)

27



平
均
値

評
価

事
業
別
評
価
表

番
号

課
名

基
本

政
策

政
策
目
標

施
策

名
　
　
称

成
果
実
績
（指
標
）

・
定
性
的
評
価
（-
）

成
果
実
績

（単
位
）

成
果
実
績

（実
績
/目
標
）

成
果
実
績

（
点
数
）

・
定
性
的
評
価

（
点
数
）

重
点
項
目
総
合

最
終

評
価

8
5

図
書
館

佐
藤
八
重
子
記
念
子
ど
も
読
書
活

動
支
援
事
業

保
護
者
に
よ
る
１
０
か
月
児
へ
の

読
み
き
か
せ
実
施
率
・

図
書
館
の
児
童
書
・
絵
本
貸
出

冊
数

％
・
冊

9
1
/
9
0

2
6
6
1
3
6
/
2
8
7
3
9
4

4

8
6

図
書
館

図
書
館
シ
ス
テ
ム
機
器
等
更
新
事

業
更
新
作
業
に
伴
う
障
害

発
生
件
数

回
0
/
0

5

8
7

図
書
館

図
書
館
電
子
書
籍
貸
出
サ
ー
ビ

ス
事
業

年
間
電
子
書
籍
貸
出
数
・

年
間
電
子
図
書
館
閲
覧
数

点
・
回

1
5
2
8
2
5
/
1
8
0
0
0
0

3
3
5
5
5
1
/
3
6
0
0
0
0

4

8
8

図
書
館

三
和
分
館
移
転
改
修
事
業

三
和
支
所
へ
の
移
転

式
1
/
1

5

8
9

学
校
教
育
課

3
.高
校
生
な
ど
若
者
の
学
び
へ

の
支
援

高
等
学
校
等
入
学
支
援
金
支
給

事
業

受
給
者
数
・

希
望
進
路
（
高
校
進

学
）
を
か
な
え
た
割
合

人
・
％

1
9
/
2
4

1
0
0
/
1
0
0

4
4
.0

B
B

9
0

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課

川
上
南
古
墳
群
・
笹
尾
矢
見
所
城

跡
発
掘
調
査
事
業

現
地
調
査

件
1
/
1

5

9
1

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課

歴
史
公
文
書
等
調
査
整
理
研
究

事
業

展
示
回
数

回
2
/
2

5

9
2

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課

文
化
財
保
全
事
業

維
持
管
理
・
修
繕
未
解

決
事
項

件
0
/
0

5

9
3

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課

夜
久
野
町
化
石
・
郷
土
資
料
館
運

営
事
業

入
館
者
数

人
2
6
5
/
2
0
0

5

9
4

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課

日
本
の
鬼
の
交
流
博
物
館
運
営

事
業

入
館
者
数
・

取
材
等
に
伴
う
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
登
場
回
数

人
・
回

1
0
1
5
8
/
1
0
0
0
0

2
9
/
2
5

5

9
5

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課

文
化
財
整
理
事
業

資
料
の
保
管
状
況

-
異
常
な
し

5

9
6

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課

文
化
財
資
料
移
転
事
業

移
転
未
保
管
件
数

件
0
/
0

5

9
7

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課

文
化
財
保
護
啓
発
事
業

文
化
財
指
定
件
数

件
1
1
/
1

5

9
8

学
校
教
育
課

5
1
.ア
ク
テ
ィ
ブ
に
人
生
を

歩
め
る
生
き
が
い
づ
く
り
3
.ア
ク
テ
ィ
ブ
な
ま
ち
の
基
盤
と

な
る
地
域
の
安
心
・
安
全

子
ど
も
安
全
対
策
事
業

交
通
安
全
旗
配
布
数
・

子
ど
も
・
地
域
安
全
セ
ミ

ナ
ー
参
加
者
数

本
・
人

3
0
0
/
4
0
0

1
3
2
/
1
5
0

4
4
.0

B
B
+

4

2
.そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
適

し
た
、
生
涯
を
通
じ
た
学

び
の
場
づ
く
り

2
.公
民
館
や
図
書
館
を
生
か
し

た
学
び
の
場
づ
く
り

(4
.2
)

(B
)

(B
)

3
.学
び
を
深
め
ら
れ
る

地
域
資
源
の
継
承
・
発

展

1
.文
化
財
の
保
護
・
活
用
と
地

域
文
化
の
継
承

5
.0

A
A
-

28



平
均
値

評
価

事
業
別
評
価
表

番
号

課
名

基
本

政
策

政
策
目
標

施
策

名
　
　
称

成
果
実
績
（指
標
）

・
定
性
的
評
価
（-
）

成
果
実
績

（単
位
）

成
果
実
績

（実
績
/目
標
）

成
果
実
績

（
点
数
）

・
定
性
的
評
価

（
点
数
）

重
点
項
目
総
合

最
終

評
価

9
9

生
涯
学
習
課

7
2
.仕
事
と
調
和
の
取
れ

た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
確

立
1
.男
女
共
同
参
画
の
推
進

婦
人
教
育
事
業

市
民
参
加
者
数

人
4
3
6
/
3
0
0

4
4
.0

B
B
+

1
0
0

教
育
総
務
課

小
学
校
施
設
改
修
事
業

工
事
完
成
率
・

営
繕
実
施
完
了
率

％
1
0
0
/
1
0
0

1
0
0
/
1
0
0

5

1
0
1

教
育
総
務
課

小
学
校
施
設
長
寿
命
化
事
業

工
事
完
成
率

％
1
0
0
/
1
0
0

5

1
0
2

教
育
総
務
課

中
学
校
施
設
改
修
事
業

工
事
完
成
率
・

営
繕
実
施
完
了
率

％
1
0
0
/
1
0
0

1
0
0
/
1
0
0

5

1
0
3

教
育
総
務
課

中
学
校
施
設
長
寿
命
化
事
業

工
事
完
成
率

％
1
0
0
/
1
0
0

5

1
0
4

学
校
給
食
セ
ン

タ
ー

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
設
備
改
修
事

業
業
務
完
了
率

％
1
0
0
/
1
0
0

5

1
0
5

生
涯
学
習
課

旧
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
施
設
管

理
事
業

教
育
相
談
延
べ
件
数

件
1
4
8
0
/
1
2
0
0

5

1
0
6

生
涯
学
習
課

教
育
文
化
会
館
管
理
運
営
事
業

施
設
利
用
者
数

人
2
3
8
4
/
8
0
0
0

4

1
0
7

生
涯
学
習
課

和
久
市
公
園
管
理
事
業

-
-

-
5

1
0
8

中
央
公
民
館

桃
映
地
域
公
民
館
等
整
備
事
業

桃
映
地
域
公
民
館
新

築
完
了

件
0
/
1

5

1
0
9

中
央
公
民
館

地
域
公
民
館
等
長
寿
命
化
（
大
規

模
改
修
）
事
業

長
寿
命
化
大
規
模
改

修
完
了

件
1
/
4

5

成
果
実
績
が
「
-
」
の
事
業
は
定
性
的
な
面
に
よ
り
評
価

9
1
.公
共
施
設
の
最
適
化

1
.持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
に
向

け
た
公
共
施
設
の
再
配
置

4
.9

B
B

29



10 おわりに 

 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（地教行法）」に基づく、福知山

市教育委員会が行った教育に関する事務の点検・評価につきましては、点検評価

委員３名からの幅広い見地からの貴重な御意見をいただきながら、「まちづくり

構想 福知山」の施策毎に、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況について点検及び評価を実施しました。 

令和５年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が収まりつつある状況を踏ま

え、ポストコロナ時代の教育環境の整備に努め、デジタル化の推進や地域連携の

強化といった新たな課題に対応しながら、生涯にわたって学び続けられる教育の

在り方を模索し、学びの機会の拡充と質の向上に取り組んでまいりました。 

評価方法については、「事務事業評価シート」を活用し、各事務事業の業績指

標の「成果実績（実績／目標）」のほかに「定性的な面も含めた自己評価及び現

状の課題」も含めて、事業単独での成果を達成度により評価し、施策毎に平均

化して事務の評価としています。 

さらに、点検評価委員の評価が反映できるように、点検評価会議での議論に

よる意見を最終評価とすることとしました。 

なお、点検評価会議での意見を踏まえ、各事務事業の具体的な目標設定を図

り、更に分かりやすい点検・評価報告となるように努めてまいります。 

この教育委員会教育事務に関する「点検・評価」については、その結果を議会

に報告し公表することにより、教育委員会の責任体制の明確化を図るものとして、

地教行法に義務づけられています。福知山市教育委員会といたしましても、毎年

の事務事業の結果を点検・評価したうえで、その改善策を検討し、これを実行に

移すという、ＰＤＣＡサイクルの過程を公表していくことは、教育委員会の果た

すべき役割とその意義を広く市民の皆様に知っていただく絶好の機会であると

捉えています。 

今後もこの「点検・評価」により、自己の業務を振り返り更なる改善に努める

とともに、市民の皆様に対してより一層わかりやすく丁寧な説明を心がけ、市民

の皆様とともに歩む教育行政の推進に取り組んでまいります。 
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11　資料
      （１）教育委員会組織機構図（令和５年度）
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（２）教育委員会事務分担表（令和５年度） 

 

教育総務課 

委員会の議事及び秘書に関すること。 

儀式及び表彰に関すること。 

条例、規則等の制定、改廃等法制に関すること。 

市費負担職員（幼稚園を除く。以下同じ。）の人事、給与及び服務に関す

ること。 

学校（幼稚園を除く。以下同じ。）の設置、廃止及び認可に関すること。 

学校施設（幼稚園を除く。以下同じ。）の整備に関すること。 

学校の教材、教具及び設備に関すること。 

委員会の重要施策の総合調整及び統括に関すること。 

委員会の予算の調整及び執行管理に関すること。 

委員会の職員の研修及び能力開発に関すること。 

委員会の主管事務に係る法制に関すること。 

委員会の所管に係る財産管理の総括に関すること。 

委員会の広報及び広聴に関すること。 

分掌事務に係る教育行政に関する相談。 

他課の主管に属しないこと。 

学校教育課 

府費負担教職員の人事、給与及び服務に関すること。 

教職員の研修及び健康管理に関すること。 

教職員の組織する職員団体に関すること。 

学校教育の指導に関すること。 

児童生徒の就学、その他学事に関すること。 

高校生、大学生等の就学奨励及び修学奨励に関すること。 

学校給食並びに学校保健体育及び安全に関すること。 

分掌事務に係る教育行政に関する相談。 

その他学校教育に関すること。 

生涯学習課 

生涯学習に関すること。 

成人教育、青少年教育及び婦人教育に関すること。 

社会教育施設の整備に関すること。 

少年補導センターに関すること。 

放課後児童クラブに関すること。 

ユネスコ活動に関すること。 

分掌事務に係る教育行政に関する相談。 

その他社会教育に関すること。 

学校給食センター 

学校給食センターの管理運営に関すること。 

給食数の把握及び調理食数の指示に関すること。 

給食用食材料費の支出事務及び給食費会計決算事務に関すること。 

中央公民館 

公民館の管理運営に関すること。 

公民館の育成に関すること。 

公民館講座に関すること。 

図書館中央館 

図書館の管理運営に関すること。 

図書資料の選定・管理に関すること。 

移動図書館の運行管理に関すること。 

 

32



 

（３）福知山市教育委員会事務点検及び評価実施要綱 

平成23年３月30日 

教育委員会告示第２号 

（目的） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第

162号）第26条の規定により、福知山市教育委員会（以下「委員会」という。）の権

限に属する事務の管理及び執行の状況について行う点検及び評価（以下「点検及び

評価」という。）に関し、必要な事項を定め、もって効果的教育行政の推進に資す

るとともに、市民に対する行政の透明性の確保と説明責任を果たすことを目的とす

る。 

（点検及び評価の対象） 

第２条 点検及び評価の対象は、委員会の権限に属するもので、前年度に実施した事

務とする。 

（点検及び評価の実施） 

第３条 前条に規定する事務について、所管する課等が点検及び評価表を作成する。 

２ 点検及び評価の方法並びに結果について、客観性及び透明性を確保するため、教

育に関し学識経験を有する者（以下「点検評価委員」という。）から意見を聴取す

る。 

３ 点検及び評価に関し必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説

明又は意見を求めることができる。 

４ 点検及び評価が終了したときは、速やかに当該結果を委員会に諮るものとする。 

（点検評価委員） 

第４条 点検評価委員は３人以内とし、委員会が委嘱するものとする。 

２ 任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、点検評価委員が欠けた場合は、前

任者の残任期間において、新たな点検評価委員を委嘱するものとする。 

（市議会への報告） 

第５条 委員会は点検及び評価にかかる結果を市議会に報告し、かつ、公表するもの

とする。 

（点検及び評価結果の活用） 

第６条 委員会は、点検及び評価の結果を踏まえて、事業への取組、予算編成、事務

事業の改善等に活用するものとする。 

（庶務） 

第７条 点検及び評価に関する庶務は、教育総務課において処理するものとする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、点検及び評価の実施に関し必要な事項は、委

員会が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成25年12月１日から施行する。 

この告示は、令和元年９月４日から施行する。 
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